
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件                                             

三
四
二 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件                 

三
四
二 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件                               

三
四
四 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所 

　在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件                           

三
四
四 

○
土
地
収
用
法
に
よ
り
収
用
又
は
使
用
の
手
続
を
開
始
し
た
件                           

三
四
五 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件                                                   

三
四
五 

　公

　告 

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件                                                     

三
四
六 

　福
島
県
教
育
委
員
会 

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る 

　規
則                                                                     

三
四
八 

　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
に
つ 

　い
て
訂
正
の
届
出
が
あ
っ
た
件
三
件                                             

三
四
八 

　雑

　報 

○
福
島
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
を
公
告
す
る
件                               
三
四
九 

　正

　誤 

○
令
和
四
年
二
月
二
十
二
日
付
け
号
外
第
十
号
中                                     

三
五
二 

○
令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
付
け
号
外
第
三
十
八
号
中                                 

三
五
三 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号 

　地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
令
和
五
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

　
　令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容 

１

　太
陽
の
国
ク
リ
ニ
ッ
ク
手
数
料
収
納
の
事
務 

２

　太
陽
の
国
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
料
収
納
の
事
務 

３

　福
島
県
勤
労
身
体
障
が
い
者
体
育
館
使
用
料
収
納
の
事
務 

二

　受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

１

　名
称

　社
会
福
祉
法
人
福
島
県
社
会
福
祉
事
業
団 

２

　所
在
地

　西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
上
上
野
原
五
番
地
三 

三

　収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
保
健
福
祉
総
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
平
上
片
寄
字
下
平
四
五
の
二
、
七
二
、
八
〇
の
一
、
八
〇
の
二
、
一
一
一
、
一
一
二

の
一
、
一
一
六 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
平
上
片
寄
字
大
藤
四
九
、
五
〇 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
平
大
室
字
白
土
九
〇
、
字
井
戸
作
六
四
の
一
か
ら
六
四
の
三
ま
で
、
六
五 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
平
中
塩
字
岸
五
八
の
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

五
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
平
馬
目
字
作
ノ
内
二
一
七
、
二
一
八 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

六
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
小
川
町
柴
原
字
ヲ
ト
シ
一
の
三
、
一
の
一
六
か
ら
一
の
一
八
ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

七
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
小
川
町
上
小
川
字
沼
一
四 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

八
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
小
川
町
上
小
川
字
江
田
六
〇 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 
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九
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
小
川
町
上
小
川
字
横
川
六
四 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。 

　
　令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
平
下
大
越
字
北
萱
野
八
六
か
ら
八
八
ま
で
、
一
二
七
の
一
、
一
二
七
の
二
、
一
二
八

の
一
、
一
二
九
の
一
、
一
三
〇
の
一
、
一
三
一
の
一
、
一
三
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

潮
害
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
平
藤
間
字
鯨
三
〇
の
二
、
三
一
の
一
、
三
一
の
二
、
三
二
の
二
か
ら
三
二
の
四
ま
で
、

五
七 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

潮
害
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
平
藤
間
字
北
谷
地
一
〇
六
の
七
か
ら
一
〇
六
の
一
一
ま
で
、
一
〇
六
の
二
六 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

潮
害
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
三
和
町
中
寺
字
関
所
五
五
の
一
、
五
五
の
三
、
五
五
の
四
、
字
館
下
九
四
、
一
四
四
、

一
四
七
、
一
七
二
か
ら
一
七
四
ま
で
、
一
七
五
の
一
二
か
ら
一
七
五
の
一
七
ま
で
、
一
七
五
の
二

八
、
一
七
五
の
五
七
、
一
七
五
の
六
〇
、
一
七
五
の
六
二
、
一
七
五
の
六
四 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

公
衆
の
保
健 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
只
見
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

船
木
哲
治

　船
木
万
次

　吉
津
嘉
市

　吉
津
七
郎

　吉
津
忠
五
郎

　渡
部
武
一

　尾
形
秀
広

　本

名
ミ
ト
リ

　梁
取
菊
三
郎

　馬
場
弘
喜

　佐
藤
豊
子

　佐
藤
勉

　三
瓶
光
義

　三
瓶
日
支
秋

　長
谷

部
一
三

　長
谷
部
正
一
郎

　佐
藤
明

　佐
藤
辰
雄

　長
谷
部
ヱ
ツ

　佐
藤
リ
ツ
コ

　佐
藤
マ
サ
ヱ

　

佐
藤
庄
右
エ
門

　中
野
ア
イ
シ

　長
谷
部
マ
サ
子

　吉
田
貞
夫

　長
谷
部
悟

　長
谷
部
フ
サ
ヱ

　長

谷
部
新

　吉
田
清
美

　長
谷
部
亨

　佐
藤
源
一
郎

　長
谷
部
勝
美

　吉
田
哲
三

　三
瓶
孝
正 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
十
八
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号 

　土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

収
用
又
は
使
用
の
手
続
の
開
始
を
す
る
旨
起
業
者
福
島
県
か
ら
申
立
て
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　事
業
の
種
類 

県
道
会
津
若
松
三
島
線
改
築
工
事
（
大
谷
工
区
） 

二

　収
用
の
手
続
を
開
始
す
る
起
業
地 

大
沼
郡
三
島
町
大
字
宮
下
字
牧
ノ
原
地
内 

三

　使
用
の
手
続
を
開
始
す
る
起
業
地 

大
沼
郡
三
島
町
大
字
宮
下
字
牧
ノ
原
地
内 

四

　収
用
又
は
使
用
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
土
地
を
表
示
す
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

三
島
町
役
場
産
業
建
設
課 

（
土
木
総
務
課
用
地
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。 

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
下
津

変
更
前

　

 

　
　
　七
・
五
～ 

　
　三
〇
一
・
八 

一
一
四
号

島
字
阿
掛
一
番
六
地
先
か

　
　
　一
八
・
八

ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　郡
同

　町
大
字
赤
宇 

変
更
後

　

 

　
　一
二
・
四
～ 

　
　三
〇
一
・
八 

木
字
塩
浸
四
番
一
地
先
ま

　
　
　四
三
・
三

で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 
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公 告 第 １ ４ ４ 号  
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る リ ア ル タ イ ム 線 量 測 定 シ ス テ ム

（ 25 式 ） 更 新 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体
の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 ） 第 ６ 条 及
び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274条 の ３
第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ５ 年 ７ 月 21 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄    

１   入 札 に 付 す る 事 項  
⑴   調 達 を す る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量   リ ア ル タ イ ム 線 量 測 定 シ ス テ ム （ 25 式 ） 更

新 業 務   一 式  
⑵   調 達 を す る 特 定 役 務 の 仕 様 等   入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 に よ る 。  
⑶   履 行 期 間   契 約 締 結 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 29 日 ま で  
⑷   履 行 場 所   仕 様 書 に よ る 。  

２   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
⑴   地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 2 2年 政 令 第 1 6 号 ） 第 16 7 条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該

当 し な い 者 で あ る こ と 。  
⑵   一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 の 日 か ら 開 札 の 日 ま で の 間 に 、 福 島

県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。  
⑶   会 社 更 生 法 （ 平 成 1 4 年 法 律 第 1 54 号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い

る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ） の 規
定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 に あ っ
て は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 こ の 入 札 に 参 加 す る こ と に 支 障 が な い と
認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。  

⑷   こ の 公 告 に 示 し た 仕 様 に 合 致 し た 業 務 又 は こ れ と 同 等 の 業 務 に つ い て 履 行 実 績 が
あ り 、 か つ 、 確 実 に 履 行 で き る 者 で あ る こ と 。  

３   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認  
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑷ に

掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 令 和 ５ 年 ８ 月 18 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま
で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 こ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け る こ
と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 同 日 午 後 ５ 時
ま で に 必 着 と す る 。  

郵 便 番 号 960-8670   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
福 島 県 危 機 管 理 部 危 機 管 理 総 室 原 子 力 安 全 対 策 課 放 射 線 監 視 室  
電 話 024 - 521 - 84 98  

４   契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間  
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 令 和 ５ 年 ７ 月 21 日 （ 金 ） か ら 同 年 ８ 月 ４ 日 （ 金 ） ま で （ 土

曜 日 及 び 日 曜 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  
５   入 札 説 明 書 等 の 配 布 に 関 す る 事 項  

次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。  
⑴   配 布 期 間   ４ に 掲 げ る 期 間 に 同 じ 。  
⑵   配 布 場 所   ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。  
⑶   そ の 他   郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用

紙 50 枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒
を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 請 求 す る こ と 。  

６   入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 等  
⑴   日 時   令 和 ５ 年 ９ 月 １ 日 （ 金 ） 午 後 １ 時 30 分  
⑵   場 所   福 島 県 庁 北 庁 舎 ２ 階 小 会 議 室 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号 ）  
⑶   そ の 他   郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 ５ 年

８ 月 31 日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 の こ と 。  
７   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

⑴   入 札 保 証 金   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含
む 。 ） の 1 0 0 分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務
規 則 第 2 4 9 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又
は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

⑵   契 約 保 証 金   落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 1 0 0 分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
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れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

８   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項  
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  
９   入 札 の 無 効  

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。  

10   そ の 他  
⑴   契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨   日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  
⑵   入 札 方 法   落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 0分

の 10 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110
分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

⑶   落 札 者 の 決 定 の 方 法   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札
を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。  

⑷   契 約 書 作 成 の 要 否   要  
⑸   福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等   福 島 県 知 事 は 、 福 島 県 政 府 調 達 苦

情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福 島 県 告 示 第 320
号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た 場 合 は 契 約 の
執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄 す る こ と が で き る 。  

⑹   そ の 他   詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  
11   Summary  

⑴   N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  s e r v i c e s  t o  b e  r e q u i r e d :  U p d a t e d  v e r s i o n   
o f  t h e  r e a l - t i m e  r a d i a t i o n  d o s e  m e a s u r e m e n t  s y s t e m  ( 2 5  u n i t s )  1  s e t  

⑵   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  h a n d ) :  1 : 3 0  p . m . ,  1  S e p t e m b e r  2 0 2 3  
⑶   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  m a i l ) :  5 : 0 0  p . m . ,  3 1  A u g u s t  2 0 2 3  
⑷   C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  R a d i a t i o n  M o n i t o r i n g  U n i t ,  N u c l e a r  P o w e r  

S a f e t y  D i v i s i o n ,  R i s k  M a n a g e m e n t  S e c t i o n ,  R i s k  M a n a g e m e n t  D e p a r t m e n t ,  
F u k u s h i m a  P r e f e c t u r a l  G o v e r n m e n t ,  2 - 1 6  S u g i t s u m a - c h o ,  F u k u s h i m a  C i t y ,   
Fuku s h ima  9 60 - 8670  Ja p a n  TEL  024 - 521 - 8 498  

（ 原 子 力 安 全 対 策 課 放 射 線 監 視 室 ）  
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福
島
県
教
育
委
員
会 

　
　
　
　
　
　

 
 

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
五
年
七
月
二
十
一
日 

福
島
県
教
育
委
員
会

　

 

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号 

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規

則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
四
項
中
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す

る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
特

定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

三
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
で
、
当
該
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
に
係
る
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
も
の
（
教
育
長
が
定
め

る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
緊
急
に
」
を
削
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
職

　員

　課
） 

 

　
　
　
　
　

 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
四
号 

　政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
令
和
元
年
及
び
令
和
二
年
分
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
下
郷
町
支
部
の
会
計
責

任
者
か
ら
訂
正
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
令
和
元
年
及
び
令
和
二
年
分
の
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の

要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。 

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 

令
和
元
年
分
（
令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日
付
け
号
外
第
五
十
七
号
別
冊
） 

　通
常
・
政
党
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
を
除
く
。
）
の
表
自
由
民
主
党
下
郷
町
支
部
の
項
を
次
の

と
お
り
訂
正
す
る
。 訂　

　
正　
　
箇　
　
所

訂　
正　

後
訂　

正　
前

収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額　
　
　
　
　
　
　
　
　

560,663
559,463

収
入
の
内
訳　
　
　

そ
の
他
の
収
入　
　
　
　
　
　
　

37,800
36,600

令
和
二
年
分
（
令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
号
外
第
七
十
号
別
冊
） 

　通
常
・
政
党
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
を
除
く
。
）
の
表
自
由
民
主
党
下
郷
町
支
部
の
項
を
次
の

と
お
り
訂
正
す
る
。 
 

　

 
訂　
　
正　
　
箇　
　
所

訂　
正　

後
訂　

正　
前

　

 

　

 
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　

426,098
424,898

　

 

　

 
収
入
の
内
訳　
　
　

前
年
繰
越
額

　
　
　
　
　
　
　
　

393,098
391,898

 

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号 

　政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
令
和
三
年
分
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
郡
山
市
私
立
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
幼
児
教
育
振

興
会
の
会
計
責
任
者
か
ら
訂
正
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
令
和
三
年
分
の
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の

要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。 

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 

令
和
三
年
分
（
令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日
付
け
号
外
第
六
十
五
号
別
冊
） 

　通
常
・
そ
の
他
の
政
治
団
体
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
を
除
く
。
）
の
表
郡
山
市
私
立
幼
稚
園
・

認
定
こ
ど
も
園
幼
児
教
育
振
興
会
の
項
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。 

 

　

 
訂　
　
正　
　
箇　
　
所

訂　
正　

後
訂　

正　
前

　

 

　

 
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額　
　
　
　
　
　
　
　
　

926,648
886,648

　

 

　

 
収
入
の
内
訳　
　
　

そ
の
他
の
収
入　
　
　
　
　
　

　

366,713
326,713

 
　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号 

　政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
令
和
三
年
分
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ａ
Ｍ
南
東
北
政
治
連
盟
の
会
計
責
任
者
か
ら
訂
正

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
令
和
三
年
分
の
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。 
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令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 
令
和
三
年
分
（
令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日
付
け
号
外
第
六
十
五
号
別
冊
） 

　通
常
・
そ
の
他
の
政
治
団
体
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
を
除
く
。
）
の
表
Ｊ
Ａ
Ｍ
南
東
北
政
治
連

盟
の
項
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。 

訂　
　
正　
　
箇　
　
所

訂　
正　

後
訂　

正　
前

収
入
・
支
出
の
総
額

支
出
総
額　
　
　
　
　
　
　
　
　

708,262
712,612

支
出
の
内
訳　

政
治
活
動
費　
　

組
織
活
動
費　
　

570,212
574,562

計　
　
　
　
　
　

708,262
712,612

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

雑

　
　報 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　福
島
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
福
島
県
報
へ
の
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と

お
り
登
載
す
る
。 

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

福
島
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告 

　地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
令
和
四
年
度
の
決
算
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。 　

　令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　理
事
長

　木

　幡

　
　浩 
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4,502,137 2,412 62,854 558,654 842,106 690,154 390,640 905,873 68,176
2,308,000 5,943,748 127 1,882,400 28,513,872 3,002,993

677
4,502,137 2,412 0 0 2,370,854 6,502,402 842,233 690,154 2,273,717 29,419,745 3,071,169

18,621 2,412 1,659 4,296 65,280 27,354,804
1,206,116 2,370,854 6,502,402 202,007 12,990 350,787 34,615 2,347,730
1,224,737 2,412 0 0 2,370,854 6,502,402 203,666 17,286 416,067 27,389,419 2,347,730

1,015,038
3,277,400 638,567 672,868 842,612 2,030,326 723,439
3,277,400 0 0 0 0 0 638,567 672,868 1,857,650 2,030,326 723,439
4,502,137 2,412 0 0 2,370,854 6,502,402 842,233 690,154 2,273,717 29,419,745 3,071,169

7,620,575 19,407,846 1,019,793 134,461 275,316 232,964
7,702,040 12,398,017 1,019,781 228,972

295,161
217 23,353 2,103 87 36 3 273,870

961,257 113,375 42,589 39,093 13,284 38,375
52,330 170,000

1,055,080
17,339,169 31,805,863 2,039,574 134,461 23,353 2,103 441,108 504,561 504,257 287,154 38,375
7,966,857

165,455 24,466 19,323 11,796
21,527 2,657 2,786 2,490 538

194
52,254

6,497 7,560 14,151 105
23,353 2,103 163,969 23,352

190,285
19,407,846 1,019,793 134,461
12,398,017 1,019,781

122,255
715,293

85
52,330 120,000 50,000

6,988,279 87,141 353,664 451,077 16,846 5,700
1,206,116
17,119,245 31,805,863 2,039,574 134,461 23,353 2,103 402,875 508,347 520,462 252,733 41,386

219,924 0 0 0 0 0 38,233 △ 3,786 △ 16,205 34,421 △ 3,011

令和5年6月28日

　地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第２２条第３項及び同法施行規程第６７条の２の規定並びに

 役職員給与

退職等年金
預託金管理

（単位：千円）

福島県市町村職員共済組合
  理 事 長　木　幡　　　浩

貸　付
（単位：千円）

宿　泊

退職等年金
預託金管理

貯　金

 負担金払込金

差引当期利益金又は当期損失金（△）

 固定負債
　　負債合計
 資本剰余金

 利息及び配当金

 負担金

計

 他経理からの繰入金

 次年度繰越支払準備金

 その他の収入

 旅費・事務費

 他経理への繰入金
 その他の支出

 掛金払込金
 事務費負担金払込金
 連合会拠出金

 飲食材料費
 委託費
 支払利息

業　務 保　健

　資　産　合　計

　負債・資本合計

 流動負債

経過的
長　期

経過的長期
預託金管理

退職等
年　金

 商品仕入

  　福島県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、令和４年度決算の要旨を公告する。

福 島 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合 公 告

貸　付業　務経　　理　　区　　分 経過的長期
預託金管理 貯　金宿　泊保　健

資
　
産

経　　理　　区　　分

資
　
本

負
　
債

 繰延資産

　　資本合計

　１　貸借対照表の要旨

　２　損益計算書の要旨

計
 給付

 利益剰余金

 流動資産
 固定資産

 前年度繰越支払準備金

 掛金
 施設収入・商品売上

経過的
長　期

収
　
　
　
入

支
　
　
　
　
　
　
出

 退職者給付拠出金

 連合会払込金

短　期

短　期 厚生年金
保　　険

厚生年金
保　　険

退職等
年　金
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